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○ 引用発明の認定を誤り，相違点の認定及び容易想到性の判断を誤ったとして，発明

の名称を「半導体デバイス」とする特許について取消決定が取り消された事例。 

（関連条文）特許法１１３条１項，２９条２項  

（関連する権利番号等）特許第５８１８９５９号（本件特許），異議２０１６－７００４

３３号事件（異議決定）  

 

判  決  要  旨  

 本件は，発明の名称を「半導体デバイス」とする特許に係る特許異議の申立てについて，

本件特許の請求項１及び３に係る特許を取り消した決定に対する取消決定取消訴訟であ

り，原告は，取消事由として，本件発明１及び３の容易想到性の判断の誤りを主張した。  

 本判決は，以下のとおり判示して，本件決定のうち，本件特許の請求項１及び３に係る

部分を取り消した。  

 引用発明においては，ＭＯＳＦＥＴとダイオードとが逆並列に接続されている構成も許

容され，【００３２】には，ＩＧＢＴとダイオードを用いた電力用半導体素子の他に，Ｓ

ｉＣＭＯＳＦＥＴとショットキーバリアダイオードとを用いたものなどの形態について

も，記載されていると認められる。  

 もっとも，引用例には，ＩＧＢＴのどの電極とＳｉＣＭＯＳＦＥＴのどの電極とを対応

付け，ダイオードのどの電極とショットキーバリアダイオードのどの電極とを対応付けて

置換するかについては明記されていない。しかし，ＩＧＢＴの上面に配置される電極がゲ

ート電極とエミッタ電極で，下面に配置される電極がコレクタ電極であり，上面に配置さ

れるダイオードの電極がカソード電極で，下面に配置される電極がアノード電極であると

認められること（【００１３】，【００１４】，図１，２），ＩＧＢＴ４とダイオード５は

逆並列に接続されること（【００１４】），ダイオードに流れる順電流の向きは，下面に

配置されたアノード電極から上面に配置されたカソード電極への向きであることに照らす

なら，ＩＧＢＴ４に流れる電流の方向は，上面に配置されたエミッタ電極から下面に配置

されたコレクタ電極の向きであると認められる。  

 ＩＧＢＴ４とダイオード５との組合せを，ＳｉＣＭＯＳＦＥＴとショットキーバリアダ

イオードとの組合せに置き換える場合，ＩＧＢＴ４については，上面にゲート電極とソー

ス電極が配置され，下面にドレイン電極が配置されるｐチャネル型のＳｉＣＭＯＳＦＥＴ

で置き換え，ダイオード５については，上面にカソード電極が配置され，下面にアノード

電極が配置されるショットキーバリアダイオードで置き換えるようにすると考えられる。

このような置換えが行われる場合，第１のワイヤが接続されるｐｎ接合ダイオードの一の

電極及びショットキーバリアダイオードの一方の電極はいずれもカソード電極となる。  
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 したがって，引用例には，「ＳｉＣを半導体材料とするＳｉＣＭＯＳＦＥＴと，ＳｉＣ

ＭＯＳＦＥＴに並列に接続された２つの電極を有するＳｉＣショットキーダイオードと，

ＳｉＣＭＯＳＦＥＴ及びＳｉＣショットキーダイオードに接続された第２の配線パターン

と，ＳｉＣＭＯＳＦＥＴのソース電極とＳｉＣショットキーダイオードのカソード電極と

第２の配線パターンとを繋ぐワイヤーボンドとを含み，ＳｉＣＭＯＳＦＥＴのソース電極

とＳｉＣショットキーダイオードのカソード電極とを繋ぐワイヤーボンドの部分と，Ｓｉ

Ｃショットキーダイオードのカソード電極と第２の配線パターンとを繋ぐワイヤーボンド

の部分のなす角度が平面視において鈍角である，電力用半導体装置。」との発明（引用発

明Ａ）が記載されていると認められ，ＳｉＣＭＯＳＦＥＴの一の電極とＳｉＣショットキ

ーダイオードの一方の電極がいずれも不明であるとした本件決定の認定には，誤りがある。 

 本件発明１においては，「前記ＰＮ接合ダイオードの一の電極」がアノードであり，か

つ「前記ショットキーバリアダイオードの一方の電極」がアノードであるのに対し，引用

発明Ａにおいては「前記ＰＮ接合ダイオードの一の電極」及び「前記ショットキーバリア

ダイオードの一方の電極」がカソードである点において，相違するところ（相違点１’），

引用発明Ａの目的を達成するために，ＳｉＣＭＯＳＦＥＴの型や並列接続するショットキ

ーバリアダイオードの接続方向を変更することの動機付けはないこと，また，引用例には，

本件発明の作用効果についての記載や示唆はないことから，本件発明１を当業者が容易に

想到できたとは認められない。  

 よって，本件発明１には進歩性が認められ，同じく相違点１’において引用発明Ａと相

違する本件発明３にも進歩性が認められる。  


